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介護保険制度は、介護の問題を社会全体で支えあう社会保険方式の制度です。その仕組みは、40歳

以上の人が保険料を納め、それを元に保険者（市町村など）が介護保険制度を運営し、65歳以上（場

合により 40歳から 64歳の人も対象）の介護が必要な人に介護サービスを提供するものです。 
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思うように体が動けなくなり、透析の通院や日常生活に困ることが出てきたら、上記の介護保険サー 

ビスを受けることで問題の改善や軽減が図れる可能性があります。その時はケースワーカーにご相談 

ください。患者様の状態に応じた必要な介護保険サービスやそのための手続きなどをご案内します。 

 

第 1号被保険者 第 2号被保険者 

介護サービスを 

利用できる人 

 

65歳以上の人で、日常生活に 

支援や介護が必要な人 

40歳～64歳の医療保険に加入している人で、

加齢に伴う特定疾病が原因となって、日常生活

に支援や介護が必要な人 

介護サービス利用料 かかった費用の 1割か 2割を利用者が負担 

 

①介護保険サービスの対象者と費用 

 

デイサービスセンタ

ーで、食事・入浴な

どの介護や機能訓

練を行う 

看護師などが自宅を訪問し、

入浴介助や床ずれの手当、

点滴の管理などの看護や 

リハビリを行う 

ホームヘルパーが自宅

を訪問し、身体介護や

生活援助、通院介助な

どを行う 

②介護保険サービスの種類 

訪問看護 通所介護 訪問介護 

リハビリの専門家が

訪問し、自宅でリハ

ビリを行う 

訪問リハビリ 福祉用具貸与 

③介護保険サービスを受けるには 

上記以外の居宅サービスや、施設サービスもあります 

1．要支援・要介護認定の申請 2．ケアプランの作成 

窓口：市町村役場介護保険係 

  (ケアマネジャーの代行申請可能) 

介護サービスの利用開始 

居宅介護支援事業者 

住宅改修 

生活環境を整えるため小規模なリフォーム 

費用の支給 

 
ホスピーグループには「訪問

看護ステーションサルビア」と

「新生楽舎デイサービスセン

ター」があります 

 

 

介護サービス計画書（ケアプラン）の作成 

サービス提供事業

者と契約 

居宅介護支援事業者 

（ケアマネジャー）の選択 

在宅サービスを利用する場合 

 ホスピーグループには

「ホスピー居宅介護支

援事業所」があります 

※介護保険サービスの対象となら

ない場合でも、市町村事業のサービ

スが受けられる場合があります 

＊要支援の人は、地域包括支援センターが作成する場合あり 

特殊寝台、車いす、手すり、歩行

器等のレンタル 

新生会第一病院 医療社会事業相談室 

ケースワーカー 山下純子 


